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1. 輸入税免除措置 

 メキシコで輸出入税が免除される物品は、原則として税関法（Ley Aduanera）第 61 条に以

下のとおり列挙されている。免税品目と簡易通関可能品目は必ずしも一致していない。 

 

① 輸出入関税法や国際条約に基づき無税の品目、国防や治安維持のために輸入されるもの

（外交官や国際機関職員などが輸入する場合も含まれる） 

② 通貨の発行のために用いられる金属等の素材 

③ 国際貨物・旅客輸送に用いられている車両 

④ 国際輸送機関の運行に不可欠な物品（船用品・機用品など） 

⑤ 国際輸送を行う国内航空輸送企業が航空機のメンテナンスに用いるもの 

⑥ 国際旅客の荷物 

⑦ 引越し荷物・職業貨物（専門職用機器） 

⑧ 国境地帯（原則として国境から 20 キロ以内）で消費される商品 

⑨ 文化・教育・調査・健康・社会サービスなどの目的で寄付されたもので、国際機関や非営

利団体が輸入するもの 

⑩ 外国の生徒が受け取る教育素材（機械・機器を除く） 

⑪ 外国政府から連邦政府・州政府・地方自治体政府に、もしくは慈善団体・教育機関に送ら

れたもの 

⑫ 外国で死亡したメキシコ人の所有物（メキシコで死亡した外国人の所有物：輸出の場合） 

⑬ 美術館の常設展に用いられる芸術作品 

⑭ 公共医療機関や非営利福祉団体に寄付されるもの 

⑮ 身体障害者が輸入する特別自動車、車いす、義足などの機具・素材 

⑯ 保税輸入プログラム登録企業（IMMEX 企業）などが一時輸入してから 3 年を超える中古

機械で、公共組織や非営利団体に寄付されるもの 

⑰ 貧困層の最低限の生活を支援する目的で州・地方自治体政府、非営利団体に寄贈すること

を前提に国庫に寄付された物品 

 

 これ以外に、輸出入関税法（Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación）第 2 条

Ⅱ項の補則 9 に、大蔵公債省が定める限度額未満の「国際郵便物」の無税扱い（補則 9-b，

9-c）、「商品サンプル」の無税扱い（補則 9-d）が規定されている。国際宅配便（クーリエ）

を利用した際の限度額内免税措置については、税関法を補完する細則である「2017 年の貿

易に関する一般規則」（以降、「SAT 貿易細則」）の第 3.7.3 則が定めている。運送手段、商品

カテゴリー別の免税範囲は「2．簡易通関手続き」の記述を参照。 

 なお、メキシコでは輸入品に対して税関で課税される租税公課として、輸入税（関税：IGI）、

付加価値税（IVA、原則 16％、一部の食品・医薬品・農薬・肥料等は 0％）、通関行政手数料

（DTA、原則として税関評価額の 0.8％）がある。 
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2. 簡易通関手続き 

 メキシコの場合、原則として輸入を行うためには輸入業者登録（Padrón de Importadores）を

取得した上で、登録通関士（Agente aduanal）、あるいは通関に関する法的代理人

（Representante legal）を利用して通関手続きを行う必要がある。登録通関士には税関当局

に納める通関行政手数料（DTA）とは別に、サービス報酬を支払う必要がある。 

 国際宅配便や国際郵便、旅行者の荷物など特定の場合に限り簡易通関が可能であるが、基

本的には個人利用や自社利用を前提としている。 

 SAT 貿易細則 1.3.1 則は、以下 22 の項目に該当する場合は、輸入業者登録が必要ないと規

定している。なお、国際郵便は以下 22 項目の中に含まれていないが、同規則 3.7.1 則に基

づき簡易通関が可能である。 

 

① 外交官や国際機関職員などが輸入するもの（無税） 

② 税関法 61 条 IX、XI、XVI、XVII に基づく外国からの寄贈品（無税） 

③ 身体障害者が輸入する特別自動車、車いす、義足などの機具・素材（無税） 

④ 外交官が無税輸入する自動車 

⑤ 保税転送貨物の場合 

⑥ 一時輸出品の輸入など税関法 103 条、116 条、117 条に基づく再輸入品（無税） 

⑦ 税関法 106 条及び SAT 貿易細則 3.6.（輸入した際と同じ状態で再輸出される一時輸

入）に基づき一時輸入されるもの（保税＝再輸出を条件に無税） 

⑧ 税関法 121 条 I で規定される保税区域内での展示や販売に供されるもの 

⑨ SAT 貿易細則 3.2.2 則に基づき外国からの旅行者が輸入する貨物（免税範囲以外は有

税） 

⑩ SAT 貿易細則 3.5.2 則に基づき個人（自然人）が輸入する自動車（新車、12 ヵ月に 1

回が限度、有税） 

⑪ SAT 貿易細則別添 7 に掲載された肥料、農薬、農業器具などの農業用品で共同農地耕

作者が輸入する場合（有税） 

⑫ SAT 貿易細則別添 8 に記載されている自己利用目的の資本財（有税） 

⑬ SAT 貿易細則別添 9 に記載されている個人利用のための医療機器（1 回につき 1 台・

器に限る） 

⑭ 個人輸入（品目別の数量制限有り、1 年に 2 回まで） 

⑮ 総合保税倉庫業者の倉庫に仕向けられる保税貨物 

⑯ 連邦及び州・地方自治体の国防・治安維持機関及び徴税当局、税関が国防・治安維持

のために輸入するもの（無税） 

⑰ 国際宅配便を利用して輸入される US$1,000 以下の貨物、もしくは⑭以外の個人輸入

貨物で US$5,000 までの輸入（月に 1 回が限度） 

⑱ 書籍、彫刻、絵画など芸術作品（原則有税、関税は 0％のものが多い） 

⑲ 引越し荷物・職業貨物（無税） 

⑳ 外国の映画製作企業がメキシコにおける撮影で使用する消耗財（無税） 

21 処方箋がある医薬品（有税） 

22 総合保税倉庫業者が信用機関及び関連活動に関する一般法第 22 条に基づき競売で落
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札した貨物 

 

 ①、③、④、⑩、⑯の輸入を除き、劇薬、放射性物質、武器、爆発物、自動車など分野

別（特別）輸入業者登録（Padrón de Importadores Sectorial）が必要な品目（SAT 貿易細則

別添 10 に記載）について、輸入業者登録なしでの輸入はできない。 

 以下、代表的な簡易通関制度について、詳しく記述する。 

 

(1) 国際宅配便（クーリエ） 

 価額が US$5,000（確定輸入の場合）相当以下の貨物の場合、国際宅配便を利用した簡

易通関が可能（輸入業者登録は不要、ただし、1 ヵ月に 1 回限り）。国際宅配便の場合、

個人利用であっても非関税規制を満たす必要がある。たとえば、一部の加工食品を輸入

する場合は、保健省の輸入事前許可を得ておく必要がある。 

 US$50（貨物の発送者が在外メキシコ移民の場合は US$300）相当以下の貨物であり、

且つ非関税規制の対象になっていない輸入品の場合、関税（IGI）及び付加価値税（IVA）

の支払いが免除される。ただし、通関行政手数料（DTA）として 296.61 ペソ（2017 年

時点）を支払う必要がある（発送者が在外メキシコ移民の場合は DTA も免除）。 

 貨物価額が US$50（発送者が在外メキシコ移民の場合は US$300）を超える場合は、IGI、

IVA を合わせて貨物価額の 16％相当の簡易税率（「総合税率」）が課税される。ただし、

酒類や煙草の場合は、内国税である生産サービス特別税（IEPS）などが加味された総合

税率となる。なお、自由貿易協定（FTA）締結国からの輸入の場合、相手国と品目に応

じて、総合税率のうち関税相当部分が引き下がる特恵総合税率が適用され、一般総合税

率より低くなることがある。日本からの場合、アルコール度数が 20％以上のアルコー

ル飲料のみ、一般総合税率より 23.2％ポイント低い 91.20％の総合税率が適用される。 

表1　国際宅配便・国際郵便を利用した場合の簡易税率

宅配便 郵便

9901.00.01 9901.00.06 特定品目以外（数量単位が個数のもの） 16.0%

9901.00.02 9901.00.06 特定品目以外（数量単位がキログラムのもの） 16.0%

9901.00.05 9901.00.06 特定品目以外（数量単位がリットルのもの） 16.0%

9901.00.11 9901.00.06 アルコール飲料（含むビール，アルコール度数14度以下） 77.26%

9901.00.12 9901.00.06 アルコール飲料（アルコール度数14度超20度以下） 82.17%

9901.00.13 9901.00.06 アルコール飲料（アルコール度数20度超），アルコール，変性アルコール 114.40%

9901.00.15 9901.00.06 たばこ 573.48%

9901.00.16 9901.00.06 葉巻 373.56%

（出所）「2017年の貿易に関する一般規則」第3.7.4則（2017年1月27日付官報公示）

HSコード
品名 総合税率

 

 貨物数量・価額に関わらず、粉状・液状物質、医薬品の形状（錠剤、糖衣剤、カプセ

ル剤など）のもの、化学品など、一見しただけでは関税分類の特定が困難なものにつ

いては、国際宅配便を通じた簡易通関はできない。 

 国際宅配便の場合、基本的に宅配業者の社内通関士（Apoderado aduanal）が荷受人に
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代わって輸入申告手続きを行っている。 

根拠法規：税関法 88 条、2017 年の貿易に関する一般規則 3.7.3 則、3.7.4 則 

 

 

(2) 国際郵便 

 貨物価額が US$1,000 相当以下の場合、国際郵便（EMS を含む）を利用した簡易通関が

可能。在外メキシコ移民の多くが帰国する時期である聖週間前後（2017 年の場合は 3

月 27 日～4 月 27 日）、夏休み（2017 年の場合は 6 月 12 日～8 月 17 日）および年末年

始（2017～2018 年の場合は 11 月 1 日～1 月 8 日）に限り、US$3,000 相当までの貨物が

国際郵便を利用できる。 

 貨物価額が US300 ドル相当以下であり、非関税規制の対象外、もしくは商品の特徴・

数量などから個人用の商品ということが明らかな場合、関税（IGI）、付加価値税（IVA）、

通関行政手数料（DTA）のいずれも支払う必要はなく、通関士や法定代理人を利用する

必要もない。 

 貨物価額が US$300 超 US$1,000 以下（時期によっては US$3,000 以下）の場合、税関当

局が「郵便物通関許可証（Boleta Aduanal）」（別添①）を使って支払い税額を計算し、郵

便局を通じて荷受人に通知する。その際、原則として税関評価額の 16％の総合税率が

適用されるが、アルコール飲料などの場合は生産サービス特別税（IEPS）などが加味さ

れた税率となる（表 1 参照）。DTA は免除となる。荷受人は郵便局で納税をし、荷物を

引き取る。税関による支払税額の計算に誤りがある場合は、荷物を引き取る前の１度に

限って、書面にて訂正を要請することができる。 

 貨物価額が US$300 超の場合、個人用商品であることが明らかである場合を除き、非関

税規制の適用を受け、これらを満たしていないと輸入できない。 

 貨物数量・価額に関わらず、粉状・液状物質、医薬品の形状（錠剤、糖衣剤、カプセル

剤など）のもの、化学品など、一見しただけでは関税分類の特定が困難なものについて

は、国際郵便を通じた簡易通関はできない。 

 麻薬やわいせつ物、危険物など万国郵便条約に基づく禁制品や輸出入関税法で輸入が

禁止されている品目は国際郵便を利用できない。 

根拠法規：税関法 21 条、82 条 I 項、2017 年の貿易に関する一般規則 3.7.1 則 

 

 

(3) 個人輸入 

 SAT 貿易細則 1.3.1 則 XIV は、個人が輸入業者登録なしで、1 年に 2 回まで輸入するこ

とができる品目別個人輸入可能数量リストが規定されている。このリストに掲載され

ていない品目の場合、1 ヵ月当たり US$5,000 相当までの個人輸入が可能である。数量

制限詳細については、「3．個人輸入の輸入限度」を参照。 

 個人輸入を国際宅配便や国際郵便を利用せずに実施する場合、通関士や法定代理人を

通じた輸入申告が必要になる。その場合、輸入申告書には輸入業者登録が必要ない輸入

であることを示す「EP」の識別コードを記入（実際は電子入力）する。メキシコで個人
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所得税（ISR）を納めている納税者の場合は納税者登録番号（RFC）を記入するが、RFC

を持たない主婦や学生の場合は、住民登録単一コード（CURP）を入力する。 

 税関評価額が US$3,000 を超えない貨物の場合、総合税率の 16％を適用する輸入申告を

選択できる。ただし、NOM 以外の非関税障壁対象品目、AD 税等の対象品目、HS87 類

の車両（部品等一部を除く）については、同申告は適用できない。 

 宅配便や郵便を用いない場合、US$3,000 を超える貨物の場合、簡易（総合）税率は適

用されず、関税分類（HS コード）毎に定められた通常の輸入関税（IGI）に加え、付加

価値税（IVA）16％、通関行政手数料（DTA：輸入申告額に 0.8％を乗じた額か 296.61

ペソ【2017 年時点】のうち大きい方）、アルコール飲料などの場合は生産サービス特別

税（IEPS）が課税される。また、非関税規制対象品目は輸入に際し、同規制を満たす必

要がある。 

 根拠法規：税関法施行規則 76 条、2011 年度の貿易に関する一般規則 1.3.1 則、3.1.1 則、

3.7.2 則 

 

 

(4) 職業貨物・引越し荷物 

 外交官、外国移民、マスコミ関係者、外国企業の駐在員などは引越し貨物及び職業貨物

を免税で輸入できる。ただし、メキシコでの滞在ステータスが一時的居住者の駐在員の

場合、輸入手続は一時輸入となる。 

 引越し貨物・職業貨物と看做される貨物は、中古の家財道具、家具、衣類、書籍、本棚、

芸術・科学作品、専門職用科学機器、工具・道具などである。なお、芸術作品は個人観

賞用とみなされる範囲であり、画廊や展示会が開催できるほどの完璧なコレクション

を輸入することはできない。同様に科学機器や工具・道具の場合、研究所や診療所、修

理工場などの全ての機器・備品を構成する量を輸入することはできない。なお、中古の

家財道具とは、少なくとも購入から 6 ヵ月経過したものを指す。 

 マスコミ関係者の場合、通常の引越し荷物に加え、カメラなどの撮影機材を無税輸入す

ることが可能。 

 引越し貨物・職業貨物を確定輸入する場合、①輸入者名、②引っ越す前の外国の旧住所、

③メキシコ国内の新住所、④引越し貨物の品名と数量、を記載した宣誓書を作成し、引

っ越す前の外国居住地に最も近いメキシコ領事館の承認（サイン）を得ておく必要があ

る。ただし、実際の手続きは国際引越しサービス業者が代行することが多い。 

 引っ越し荷物の輸入申告に際しては、輸入関税（IGI）と付加価値税（IVA）は免除され

るが、通関行政手数料（DTA）296.61 ペソ（2017 年時点）は支払う必要がある。 

 引越し荷物を輸入する際に関税・付加価値税が免除されるのは、本人がメキシコに到着

する 3 ヵ月前から到着後 6 ヵ月の間である。 

 一時的居住者の滞在ステータスの駐在員が永住者のステータスを得た場合、引っ越し

貨物を一時輸入から確定輸入に無税でステータスを切り替えることが可能。 

 

根拠法規：税関法 61 条 VII 項、106 条 IV-b)、税関法施行規則 100~101 条、159 条、2017
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年の貿易に関する一般規則 1.3.1 則、3.2.6 則、3.3.3 則、3.3.5 則 

 

 

(5) 旅具通関制度 

 国際旅行者は、表 2 の数量限度内の荷物を免税で持ち込める。メキシコでは原則とし

て、この範囲を国際旅行者の「旅具」と看做す。 

 「旅具」の範囲を超える荷物は、超えた範囲の価額が一人当たり陸路入国では US$300

相当（聖週間、夏休み、年末年始はメキシコ人の場合 US$500）、空路では US$500 相当

以内なら免税となる。ただし、税関スタッフの要請があった場合、請求書や領収書、レ

シート等で価格を証明する必要がある。この追加免税範囲には、アルコール飲料や葉

巻、燃料（ガソリン等）を含めることはできない。 

 国際旅行者は、「旅具」とは別に US$3,000 相当の貨物を簡易通関できる。貨物にコンピ

ュータが含まれる場合、限度額はUS$4,000相当となる。貨物を構成する物品の価格は、

請求書、領収書、レシート等で証明する必要がある。この簡易通関制度は、「携行品」

と「別送品」の双方に適用される。携行品については、税関申告書（別添②）で申告（課

税対象品の項目の「はい」に✓）を行う必要がある。 

 上記輸入に際しては、輸入業者登録は必要なく、通関士や法定代理人を利用する必要も

ない。ただし、貨物の価額から免税範囲（空路入国者であれば一人当たり US$500 相当、

陸路入国者であれば同 US$300 相当）を控除した課税ベースに 16％の総合税率を乗じ

た額を税金として納める必要がある。その際、「貿易関連諸税支払（Pago de contribuciones 

al comercio exterior）」フォーム（別添③）を用いて納税を行う。 

 アルコール飲料や葉巻を「旅具」範囲外で持ち込む場合、アルコール飲料は 6 リットル

まで、たばこは 40 箱、葉巻は 50 本まで輸入でき、それぞれ 90％、573.48％、 373.56％

の総合税率が課税される。 

 「旅具」とは別に輸入する場合、非関税規制対象品目は簡易通関できない。また、粉状・

液状物質、医薬品の形状（錠剤、糖衣剤、カプセル剤など）のもの、化学品など、一見

しただけでは関税分類の特定が困難なものについては、簡易通関できない。これらの商

品を輸入するためには、通関士や法定代理人を利用して輸入申告をする必要がある（輸

入業者登録は必要ない）。 

 旅行者が別送品をメキシコに送る場合、国際輸送業者に予め入国税関の保税倉庫に宛

てて荷物を送るよう指示しておく必要がある。別送品は旅行者がメキシコに到着する 3

ヵ月前から到着後 6 ヵ月の期間に送付することが可能。荷物が税関の保税倉庫に到着

次第、税関は旅行者に対して荷物の引き取りを行うよう通知する。旅行者荷物の免税範

囲は携行品と別送品の双方を合わせて計算され、免税範囲を超える部分の価額に 16％

の総合税率が課税される。 
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表2　国際旅行者の荷物と看做される範囲（免税数量限度）

商品分類 限度数量 商品分類 限度数量

個人用品（衣類・履物・衛生美容品等） 必要量 電子機器用記憶メディア 5枚

カメラ・ビデオカメラ 2台 本・雑誌・印刷した資料 持ち運べる量

フィルム・記録メディア等 必要量 玩具 5個・式

携帯電話・通信機器 3台 ビデオゲーム機 1台

GPS（全地球測位システム）機器 1台 ビデオゲームソフト 5本

携帯ワープロ 1台 血圧計 1台

電子手帳 1台 糖度計 1台

携帯パソコン 1台 個人用医薬品（注） 必要量

携帯コピー機・印刷機 1台 スーツケース，トランク等 必要量

携帯複製機 1台 たばこ（18歳以上） 20箱

携帯プロジェクター 1台 葉巻（18歳以上） 25本

スポーツ用具 2個 巻いていないたばこ（18歳以上） 200グラム

釣竿 4本 アルコール飲料（ワインを除く，18歳以上） 3リットル

サーフボード 3枚 ワイン（18歳以上） 6リットル

トロフィー，記念品 持ち運べる量 双眼鏡 1台

音声録音再生機 1台 望遠鏡 1台

デジタル画像音声再生機、CD再生機 2台 楽器 2台

DVD再生機 1台 キャンプ用テント・キャンプ用品 1式

携帯スピーカーセット 1式 高齢者・身体障害者用機器 必要量

レーザーディスク 5枚 手工具（ドライバー，ナット，スパナなど） 1式

DVD 10枚 ペット（注2） 3匹

CD・オーディオカセット 30枚・本 ペット用品（ペットを連れている場合） 必要量

コンピュータソフト 3本

（注1）向精神薬の場合、医師の処方箋が必要。

（注2）農牧水産食料省（SAGARPA）が発行した動物検疫証明書を提出する必要がある。

（出所）「2017年の貿易に関する一般規則」第3.2.3則  

根拠法規：税関法 50 条、61 条 VI 項、88 条、税関法施行規則 98 条、104 条、2017 年の貿

易に関する一般規則 3.2.1 則、3.2.2 則、3.2.3 則。 

 

 

(6) 見本品（商業用サンプル） 

 SAT 貿易細則 3.1.2 則の基準を満たす商業用サンプルの場合、関税（IGI）および付加価

値税（IVA）の支払いは免除されるが、通関士や法定代理人を利用した輸入申告が必要。

また、通関行政手数料（DTA）として 296.61 ペソ（2017 年時点）を支払う必要がある。 

 同 3.1.2 則は、以下の基準を全て満たすものを「商業用サンプル」とみなすと規定して

おり、「商品単価」をどのように見積もるかにもよるが、サンプルとみなされる対象範

囲はかなり限られている。 

① 単価が 1 米ドル相当以下であること 

② サンプルであり、販売用ではないことをはっきりと明記すること 

③ 販売用の包装をしていないこと（包装にサンプルであることがはっきりと明記さ
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れている場合は除く） 

④ 粉状・液状物質、医薬品の形状（錠剤、糖衣剤、カプセル剤など）のもの、化学品

など、一見しただけでは関税分類の特定が困難なものでないこと 

 玩具サンプルの場合は単価の上限が US$50 ドル相当となるが、一つのモデルにつき 2

個までしか輸入できない。 

 通関士等を通じた輸入申告の際、HS コードは 9801.00.01 のコードを用い、「MM」の商

品識別コードを用い、「補足 1（Complemento 1）」の欄に玩具であれば 1、その他のサン

プルであれば 2 のコードを入力する。 

 なお、販促用ではないが、メキシコ公式規格（NOM）などの基準認証を取得する手続

きのために商品サンプルを輸入する場合、6 ヵ月までの一時輸入が可能である。一時輸

入したサンプルは期間内に再輸出するか、国内で廃棄処分をすることになる。 

 再輸出を条件とした商品サンプルについては、後述する ATA カルネを用いた一時輸入

が可能。 

根拠法規：輸出入関税法第 2 条 II 項補則 9-d、2017 年の貿易に関する一般規則 3.1.2 則、

4.2.3 則 

 

 

3．個人輸入の輸入限度 

 輸入業者登録（Padrón de Importadores）取得が免除される個人輸入の限度は、分野別に数量

制限が定められており（表 3 参照）、同分野に該当しない品目については、1 ヵ月に US$5,000

相当という金額制限を設けている。 

 

表3　個人輸入の数量限度（1回当たり，年に2回まで）

商品分類 限度数量 商品分類 限度数量

生きた動物 2頭・匹・羽 家電製品 6台・個

食品の缶詰 10個 コンピュータ用ユニット・部品 5個

玩具 10個 専門職用機器 1セット

電子玩具 2個 工具・道具 2セット

家庭用家具 10個  or  3セット 装身具・アクセサリ 20個

衣類・同アクセサリ 10着・個 宝石 3個

履物・同部品 10足・個 録音済みCD・DVD 20枚・個

スポーツ器具 1個 アルコール飲料 24L

オートバイ 1台 狩猟した動物の剥製 3個

自転車 1台 船舶・ヘリコプタ・航空機 1台

自動車・自転車用のタイヤ（新品） 5個

（出所）「2017年の貿易に関する一般規則」第1.3.1則
 

 医薬品については、処方箋があれば処方された量の個人輸入が可能。 

 劇薬、放射性物質、武器、爆発物など分野別（特別）輸入業者登録（Padrón de Importadores 

Sectorial）が必要な品目（SAT 貿易細則別添 10 に記載）については、一部の例外品目を除

き、個人輸入であっても輸入業者登録なしでは輸入はできない。 
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 個人輸入の手続き事項については、2．(3)を参照。 

根拠法規： 2017 年の貿易に関する一般規則 1.3.1 則 

 

 

4．簡易通関では輸入できない禁止品目 

 簡易通関制度、通常の輸入通関に関わらず、メキシコへの輸入が禁止される品目は、輸出

入関税法に基づき表 4 の品目となっている。 

表4　輸出入関税法で輸入が禁止されている品目

HSコード 品名

0301.99.01 生きた肉食魚（ピラニア等）

1208.90.03 けしの粉（アヘン）

1209.99.07 大麻の種子

1211.90.02 マリファナ（大麻の葉）

1302.11.02 生アヘン（吸引用に加工したもの）

1302.19.02 大麻エキス

1302.39.04 大麻派生品

2833.29.03 硫酸タリウム

2903.82.02 ヘプタクロル

2903.89.03 イソドリン

2910.90.01 エンドリン

2931.90.05 レプトフォス

2939.11.01 ヘロイン

3003.40.01 カナビス（大麻）調整品

3003.40.02 アセチルモルヒネ調整品

3003.90.05 カナビス（大麻）調整品

3004.40.01 アセチルモルヒネ調整品

3004.40.02 カナビス（大麻）調整品

3004.90.33 カナビス（大麻）調整品

4103.20.02 亀の原皮

4908.90.05 子供を侮辱的にまたは滑稽に描き、暴力を誘発するような反社会的なデカルコマニア（印刷したもの）

4911.91.05 子供を侮辱的にまたは滑稽に描き、暴力を誘発するような反社会的な葉書（印刷したもの）

（出所）輸出入関税法（2007年6月17日付官報公布及び後日改定）  

 

 粉状・液状物質、医薬品の形状（錠剤、糖衣剤、カプセル剤など）のもの、化学品など、

一見しただけでは関税分類の特定が困難なものは、輸入業者登録が免除される簡易通関で

あっても、通関士や法定代理人を通じた申告が必要となる。 

 その他、国際郵便では万国郵便条約禁制品が輸入できない、国際宅配便では非関税規制対

象品目は同規制を満たす必要がある、引越し荷物では新品が輸入できないなど、輸送手段

や貨物種類別に規制が存在する。それぞれの規制の詳細については、2．を参照。 

根拠法規： 輸出入関税法、税関法、2017 年の貿易に関する一般規則 
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5．展示会用貨物の輸入手続 

(1) 展示会向けの保税輸入手続き 

 外国企業（外国居住者）が 1 社以上参加する国際展示会は、一時的（上限は 1 ヵ月）

に保税倉庫としての許可を取得できる。国際展示用保税倉庫としての許可を取得した

国際展示会に出展する外国企業は、税関法が定める保税倉庫の制度を活用して展示品

を一時輸入することが可能である。一時輸入期限は、展示会自体の保税倉庫許可期限

である 1 ヵ月である。 

 保税倉庫としての許可を得た国際展示会に出展する外国企業（外国居住者）は、展示会

主催者が発行する「国際展示会用割当証明書（ Carta de cupo para Exposiciones 

Internacionales）」（別添④）を輸入申告書に添付する必要がある。「A5」（国際展示会）

の輸入申告コードで申告するとともに、保税展示会保税倉庫貨物であることを示す「EI」

の商品識別コードと展示会の保税倉庫許可番号を入力する。また、輸入者の納税者登録

番号（RFC）を入力する欄には、「EXTR920901TS4」という略式番号を入力する。 

 一時輸入であるため、輸入関税（IGI）と付加価値税（IVA）を支払う必要はないが、通

関行政手数料（DTA）は支払う必要がある（296.61 ペソ【2017 年時点】）。また、通関

士等を通じて申告を行うため、同サービス報酬も必要。 

 保税展示品であっても、非関税規制対象品目は同規制を満たす必要がある。また、武器、

爆発物、放射性物質、汚染物質、麻薬原料、試薬、ダイヤモンド、ルビー、サファイア、

エメラルド、天然・養殖真珠、貴金属及び宝石・真珠を用いた宝飾品、腕時計、ヒスイ、

珊瑚、象牙、琥珀、特定部門別輸入業者登録が必要な商品、自動車、玩具（外国人・企

業が持ち込む場合）は、保税展示会を含む保税倉庫のスキームでは輸入できない。自動

車はメキシコ経済省に完成車メーカー生産企業として認定された企業であれば、保税

倉庫のスキームで輸入が可能。 

 単価が US$50 相当以下の展示品の場合は、展示会来場者に無料配布したり、食品・飲

料などの場合は試食・試飲に供したりすることが可能。ただし、来場者に無料配布する

場合は、当該展示品が同展示会用のためだけに用意されたものであることをシールや

マークなどで明記する必要がある。 

 上記の試供品を除き、保税展示品は原則として再輸出する必要がある。その場合は、通

関士もしくは法定代理人を通じて保税展示会貨物の再輸出申告である「K3」のコード

で再輸出申告を行う。 

 

(2) 保税展示品を現地販売する際の手続き 

 保税展示品を現地企業等に販売する場合は、購入した現地企業等による輸入申告が必

要となる。購入者は「G2」（保税展示会貨物の確定輸入申告）のコードで輸入申告を

行い、IGI、 IVA、DTA などの租税公課を税関当局に支払う。 

 

(3) ATA カルネを使った一時輸入 

 ATA カルネは、職業用具、商品見本、展示会への出品物などの物品を保税扱いで一時輸

入することのできる国際的な通関手帳で、通常の輸入手続に必要な書類の代わりとなる
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もの。カルネは物品が国外へ持ち出されなかった場合に発生する輸入税に対する保証に

もなるが、ATA 条約に加盟しており、カルネ発行と輸入関連諸税の支払いを保証する保

証団体がある国のみで利用できる。日本の場合、（社）日本商事仲裁協会（JCAA）が発

行・保証団体となっており、メキシコの場合、メキシコ市商業サービス観光会議所

（CANACO）が発行・保証団体となっている。 

 メキシコ議会は「物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約（ATA 条約）」を

1997 年に批准承認し、郵便物と保税運送貨物に対する適用留保についても 1999 年に

批准承認を済ませ、2001 年 4 月 5 日付官報で同条約を公布している。 

 税関法や SAT 貿易細則など国内法規上では 2002 年から ATA カルネを用いた保税通関

（一時輸入）が可能になっているが、ATA カルネの運用に際して必要な「保証団体」

がしばらく国内に存在しなかったため、ATA カルネの発行も ATA カルネを使ったメキ

シコへの一時輸入も実際には行われていなかった。 

 ただし、2007 年 3 月に ATA カルネの国際運用組織である国際商業会議所（ICC）のメ

キシコ支部（ICC-Mexico）が CANACO と協力協定を締結し、CANACO がメキシコにお

ける「保証団体」となるよう準備を進めた。そして 2011 年 2 月に政府当局（大蔵公債

省）が CANACO を保証団体として認可したことにより、CANACO は 2011 年 5 月 16 日

から ATA カルネの発行とカルネを用いた一時輸入の受入を開始した。 

 ATA カルネを使って一時輸入できる期間は、メキシコの場合 6 ヵ月と定められている。

ただし、特別な理由がある場合は 6 ヵ月が経過する前に延長を申請できる。ただし、カ

ルネ自体の有効期限が 1 年であるため、1 年を超えた一時輸入は原則不可能。 

 以前は ATA カルネを使って一時輸入手続きができる税関が限られていたが、2017 年時

点ではすべての税関で ATA カルネが使用できるようになっている。 

 メキシコは郵便物と保税運送貨物に対する ATA カルネの適用留保をしているため、郵

便物や保税運送貨物には ATA カルネは用いられない。また、別途簡易通関制度が設定

されている旅具（旅行者の携行品）の通関には用いない。 

 ATA カルネの利用方法は国際的に同様であるため、 JCAA のウェブサイト

（http://www.jcaa.or.jp/）の「カルネ」コーナーを参照。メキシコにおける利用の留意点

としては、メキシコへ貨物が到着前（少なくとも 3 日前）にウェブサイトで事前登録が

必要なことである。事前登録は CANACO の以下ウェブサイトから行う。事前登録を行

わないと ATA カルネに基づく通関は拒否される。 

 

http://www.camaradecomerciodemexico.com.mx/ata/ 

 

 事前登録は、旅行者の携行貨物として持ち込む場合は旅行者（カルネ所有者）自らが行

うが、事前に航空貨物などで輸送する場合、ATA カルネ取り扱い事業者として CANACO

に登録された通関業者等を通じて行う。CANACO に事前登録された通関業者は以下の

URL で確認できる。 

 

http://carnetatamexico.com.mx/home/New_CarnetATA/Consulta_Padron.php 

 

http://www.jcaa.or.jp/
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根拠法規：税関法 119 条、120 条 III 項、121 条、123 条、税関法施行規則 153～154 条、

184~185 条、2017 年の貿易に関する一般規則 3.6 章、4.2.8 則、4.5.3 則、4.5.9

則、4.5.29 則 

 

 

以 上 

 

 

別添①：「郵便物通関許可証（Boleta Aduanal）」（スペイン語） 

別添②：「税関申告書」（英語） 

別添③：「貿易関連諸税支払（Pago de contribuciones al comercio exterior）」フォーム（英語） 

別添④：「国際展示会用割当証明書（Carta de cupo para Exposiciones Internacionales）」（スペイン語） 
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別添①：「郵便物通関許可証（Boleta Aduanal）」（スペイン語） 
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別添②：「税関申告書」（英語） 
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別添③：「貿易関連諸税支払（Pago de contribuciones al comercio exterior）」フォーム（英語） 
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別添④：「国際展示会用割当証明書（Carta de cupo para Exposiciones Internacionales）」（スペイン語） 

Carta de cupo para exposiciones internacionales. 

 (Art. 121, fracc. III L.A.) 

NUMERO 

DE FOLIO: 

FECHA DE EXPEDICION:  NUMERO DE AUTORIZACION: 

   

 DIA 

 

MES 

 

AÑO 

 

 NUMERO DE PEDIMENTO: 

 

 

 

 

 

 

  

 

CLAVE: NOMBRE DE LA ADUANA DE DESPACHO: 

  

 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY SE EXPIDE LA PRESENTE CARTA DE CUPO 

RESPECTO DE LA MERCANCIA QUE A CONTINUACION SE SEÑALA: 

 

NUMERO DE BULTOS DESCRIPCION DE LA MERCANCIA VALOR M.N. 

 

 

  

 

QUE SERAN DESPACHADAS AL REGIMEN DE DEPOSITO FISCAL POR EL AGENTE O APODERADO ADUANAL: 

 

NUMERO DE PATENTE O AUTORIZACION NOMBRE DEL AGENTE O APODERADO ADUANAL 

  

 

Y ENVIADOS CON DESTINO AL LOCAL DESTINADO A LA EXPOSICION INTERNACIONAL: 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 

DOMICILIO AUTORIZADO: 

NOMBRE DEL EVENTO: PERIODO: 

IMPORTADOR: 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 

DOMICILIO FISCAL: 

R.F.C. 

 

 

________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O TITULAR DEL LOCAL DESTINADO A LA EXPOSICION 

INTERNACIONAL. 

 

NOTA: DE NO SER UTILIZADO EL PRESENTE DOCUMENTO DENTRO DE LOS VEINTE DIAS SIGUIENTES AL DE SU 

EXPEDICION, DEBERA DEVOLVERSE A LA EMPRESA QUE LO EXPIDE. 
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INSTRUCCIONES 

No. DE CAMPO CONTENIDO 

NUMERO DE FOLIO. NUMERO DE FOLIO CONSECUTIVO DE LA CARTA DE CUPO, QUE 

DEBERA SER ASIGNADO POR EL ORGANIZADOR DEL EVENTO. 

NOTA: LA UTILIZACION DE LA CARTA DE CUPO SERA EXCLUSIVAMENTE 

PARA UN PEDIMENTO. 

FECHA DE EXPEDICION. FECHA EN QUE SE EXPIDE LA CARTA DE CUPO EN FORMATO 

DD/MM/AAAA. 

NUMERO DE AUTORIZACION. SE DEBERA ANOTAR EL NUMERO DEL OFICIO DE AUTORIZACION, 

CONFORME A LA REGLA 4.5.29. 

NUMERO DE PEDIMENTO. SE DEBERA ANOTAR EL NUMERO PROGRESIVO ASIGNADO. 

CVE. ADUANA/SECCION 

ADUANERA DE DESPACHO. 

CLAVE DE LA SECCION ADUANERA EN LA CUAL SE REALIZARA EL 

DESPACHO DE LA MERCANCIA QUE SE DESTINA A DEPOSITO FISCAL, 

CONFORME AL APENDICE 1 DEL ANEXO 22. 

NOMBRE DE LA ADUANA/SECCION 

ADUANERA DE DESPACHO. 

NOMBRE DE LA SECCION ADUANERA EN LA CUAL SE REALIZARA EL 

DESPACHO DE LA MERCANCIA QUE SE DESTINA A DEPOSITO FISCAL, 

CONFORME AL APENDICE 1 DEL ANEXO 22. 

MERCANCIAS 

NUMERO DE BULTOS. SE DEBERA ANOTAR EL NUMERO DE BULTOS QUE INTEGRAN EL 

EMBARQUE. 

DESCRIPCION DE LA MERCANCIA. DESCRIPCION COMERCIAL DE LAS MERCANCIAS. 

VALOR M.N. EL EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL DEL VALOR EN ADUANA 

ASENTADO EN EL PEDIMENTO AL MOMENTO DE EXPEDIR LA CARTA DE 

CUPO. 

AGENTE O APODERADO ADUANAL 

NUMERO DE PATENTE O 

AUTORIZACION. 

4 DIGITOS, DEL NUMERO DE LA PATENTE O AUTORIZACION OTORGADA 

POR LA AGA AL AGENTE O APODERADO ADUANAL QUE PROMOVERA 

EL INGRESO DE LA MERCANCIA AL LOCAL DESTINADO A LA 

EXPOSICION INTERNACIONAL. 

NOMBRE.  NOMBRE COMPLETO DEL AGENTE O APODERADO ADUANAL QUE 

REALIZA EL TRAMITE. 

LOCAL DESTINADO A LA EXPOSICION INTERNACIONAL 

NOMBRE, DENOMINACION O 

RAZON SOCIAL. 

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ORGANIZADOR LOCAL DONDE 

SE CELEBRARA EL EVENTO. 

DOMICILIO AUTORIZADO. DOMICILIO COMPLETO DEL LOCAL AUTORIZADO PARA LA EXPOSICION 

INTERNACIONAL. 

NOMBRE DEL EVENTO. NOMBRE MEDIANTE EL CUAL SE PROMOCIONO LA EXPOSICION 

INTERNACIONAL. 

PERIODO. FECHAS EN QUE SERAN EXHIBIDAS LAS MERCANCIAS. 

NOTA: ESTE PERIODO NO DEBERA EXCEDER DE UN MES. 

IMPORTADOR 

NOMBRE, DENOMINACION O 

RAZON SOCIAL.  

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL IMPORTADOR TAL 

COMO LO HAYA MANIFESTADO PARA EFECTOS DEL RFC. 

DOMICILIO FISCAL. DOMICILIO DEL IMPORTADOR COMO LO HAYA MANIFESTADO PARA 

EFECTOS DEL RFC. 

R.F.C.  CLAVE DEL RFC DEL IMPORTADOR QUE EFECTUE LA OPERACION DE 

COMERCIO EXTERIOR.  

NOMBRE Y FIRMA. CORRESPONDIENTE AL TITULAR DEL LOCAL DESTINADO A LA 

EXPOSICION INTERNACIONAL. 
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【免責条項】------------------------- 

本調査レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できるだけ正確

な情報の提供を心掛けておりますが、本調査レポートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じた

としても、ジェトロおよび執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。 
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